
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  新設法人と所得拡大促進税制                

Ｑ：新設法人は所得拡大促進税制の適用が

受けやすいそうですが、どういうことです

か？ 

                                              

Ａ：給与等の支給額があるときは、要件が

満たされることになります。 

【解説】 

所得拡大促進税制とは、次の要件の全てを

満たした場合に、雇用者給与等支給増加額(適

用年度の雇用者給与等支給額－基準年度の雇

用者給与等支給額)の10%相当額(中小企業は

20%)の税額控除が認められるというものです。 

 ①雇用者給与等支給額≧基準年度の雇用者給

与等支給額×５％ 

 ②雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支

給額 

 ③平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額 

この場合において、新設法人については、

①の基準年度の雇用者給与等支給額について

は、設立事業年度の雇用者給与等支給額の70%

とされていますので、雇用者給与等支給額が

あれば、要件を満たすことができることとな

っています。 

また、②については比較雇用者給与等支給

額(前年度の雇用者給与等支給額)についての

特段定めがないことから、比較雇用者給与等

支給額は０となり、これについても要件を満

たすこととなります。 

また、③については比較給与等支給額が０

となる場合や前年度がない場合には比較平均

給与等支給額が０になることとなっています

ので、これも要件を満たすことになります。 
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